
 
様式２ 

 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名 上下水道専門部会(上水道) 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 上水道の工事契約 

 
 調整の内容 堺市の例に合わせる。ただし、一定の経過措置を設けることを検討する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：上水道の工事契約 
 
◇内容：希望制指名競争入札及び指名競争入札制度を採用

しており、業者選定、入札執行事務等は、市長部局に委託

している。 
 
・希望制指名競争入札 
【対象工事等】 
 予定価格が１００万円を超え、１２億円以下の建設工事

及び５０万円を超える工事関連業務。 
【選定方法等】 
 工事毎に堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮

り、設定した募集条件により参加者を募集し、条件に該当

する応募者すべてを指名業者として選定する。 
 
・指名競争入札 
【対象工事等】 
緊急等の場合に限り実施。 

 
【選定方法等】 
工事毎に堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮

り、指名業者を選定する。 

◇名称：上水道の工事契約 
 
◇内容：指名競争入札制度を採用している。 
 
 
 
・希望制指名競争入札 
 採用していない。 
 

 

 

 

 

 

 

・指名競争入札 
【対象工事等】 
設計金額が１３０万円以上の工事及び５０万円を超える

工事関連業務。 
【選定方法等】 
美原町水道事業工事請負等業者選定委員会において、町

水道事業所が発注する建設工事等の入札に参加しようとす

る業者の入札参加資格を審査し、指名業者を選定する。 
 
 
 
 

 

堺市の例に合わせる。 
 
ただし、美原町地域内の工事（２億円

以上の大規模工事を除く）については、

合併後５年間は特例期間として、概ね美

原町水道事業所の現行の入札制度を維

持する。 

 



 
様式２ 

 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名 上下水道専門部会（上水道） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 収納金融機関（コンビニ収納） 

 
 調整の内容 堺市の例に合わせる。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：収納金融機関（コンビニ収納） 
◇内容：コンビニエンスストアでの水道料金等の収納 
(１)経緯 
・開始 … 平成 3 年度から、1 社と契約し開始。 
・平成８年度 … 支払窓口の拡大のため、３社と契約

する。 
(２)現在 
・平成 14 年 10 月から、各コンビニエンスストアとの直

接契約を改め、複数のコンビニエンスストアを対象に

収納業務を取り扱う業者と入札により契約を締結 
・収納取扱コンビニエンスストア … 15 社 
・収納取扱場所  

上記コンビニエンスストアの全国すべての店舗 
・収納件数 … 166,735 件（全体の収納件数の 9.7％） 

(３)バーコード 
・ＥＡＮ１２８コードを採用している。 

バーコードに起因したトラブルを少なくするため、

平成 18 年７月までにバーコードを国際標準にしなけ

ればならないことから、ＥＡＮ１２８を採用したバー

コードで納入通知書を作成している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：収納金融機関（コンビニ収納） 
◇内容：コンビニエンスストアでの水道料金等の収納 
(１)経緯 
・開始及び現在 … 平成 14 年度から、複数のコンビ

ニエンスストアを対象に収納業務を取り扱う業者と契

約を締結 
・収納取扱コンビニエンスストア … 14 社 
・収納取扱場所  

上記コンビニエンスストアの全国すべての店舗 
・収納件数 … 4,545 件（全体の収納件数の 5.9％） 

 

 

 

 

(２)バーコード 
・ＪＡＮコードを採用している。 

堺市の例に合わせる。 
なお、納入通知書については堺市の仕

様に統一するとともに電算システムの

変更を行う。 

 



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名 上下水道専門部会（上水道） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い（上下水道関係） 関係項目 大阪狭山市、美原町共同水質検査センター 

 
 調整の内容 合併時は現行のとおり存続させるが、自己水源を廃止する時点で解散を見据え調整する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇他水道事業体との共同水質検査センターは設置してい

ない。 
 
◇◇◇◇参考◇◇◇◇ 
（１）堺市の水質検査 
①定期検査 
○Ａ水質モニター 

市内に３箇所（受水地点を持つ３配水場系）設置

し、残留塩素濃度・色度・濁度・PH・電気伝導率・

水温を２４時間リアルタイム監視 
○B 水質試験棟内水質検査…１検体・１地点・週５回 

検査項目数…６項目 
○Ｃ残塩管理検査…９検体・２１地点・週１回 

検査項目数…７項目 
○Ｄ一部項目検査…６~１０検体・２５地点・月６回 

検査項目数…２３項目 
○Ｅ全項目検査 …４～８検体・１６地点・月１回 

検査項目数…５７項目(うち､3 項目は下記へ委託) 
②検査委託 

上記○Ｅのうち、農薬３項目は、大阪府市町村水道 
水質共同検査体制をつくっている大阪府営水道へ委 
託している。 

（平成１４年度実績） 
 
 
 

◇名 称：大阪狭山市、美原町共同水質検査センター 
◇目 的 

両市町の原水及び浄水の水質検査を共同で実施し、

水質管理の強化を図るとともに、経費の削減を図る。 
◇設立時期：昭和５７年４月１日 
◇設立根拠：両市町の協定締結による。 
◇組 織：大阪狭山市及び美原町 
◇従事職員：美原町職員１名 
◇事業費：１，８１１千円（平成１４年度決算） 
◇事業費の内容 

水質検査に要する備品・検査機器のリース代金等を

毎年、負担金で支出 
◇自己検査項目：２７項目 
 

 

 

  

 

（検査委託） 
検査項目 
・１９項目（浄水分） 
・２８項目（原水分） 

委託先 
大阪府営水道 

当該センターの運営方法、財産分与等

について協議し、自己水源を廃止する時

点で解散に向け調整する。 

 



事務事業
　

専門部会名   上下水道専門部会（上水道）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

人事事務関係（水運用管理関
係業務における変則勤務）

堺市制度で実施 堺市独自制度のため継続する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

人事発令関係（市長の同意を
要する職員の任命）

人事発令関係（職員の任命） 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

上水道事業の物品購入・修理 上水道事業の物品購入・修理 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

メーター、工事材料の購入 メーター、工事材料の購入 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

上水道事業の委託契約 上水道事業の委託契約 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

水道事業にかかる起債事務 水道事業にかかる起債事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

遊休資産の管理事務 堺市制度で実施 堺市独自事業のため継続する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

貯蔵品の管理事務 貯蔵品の管理事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

備品の管理事務 備品の管理事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。




